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１　再評価理由
国庫補助事業を除く事業で事業再評価した年度から5年間が経過後の年度で継続中のもの
（国庫補助事業であったが平成16年度より交付金化）

事業再評価調書

事 　業　 名 中之島歩行者専用道2号線整備事業

担　   　当 建設局道路部街路課（連絡先：6615-6753）

２
　
事
業
概
要

北区中之島5丁目

・本路線は、中之島周辺地区を周遊する歩行者専用道路で、本路線を整備することにより、安全
で快適な歩行空間が確保されるとともに、東西方向の利便性が向上し地域の回遊性が高まる。
・また、堂島川、土佐堀川の水辺空間を活かした整備を行うことで「水の都」大阪にふさわしい
景観の形成を構築する。

延長　L=350ｍ
幅員　W=12m(道路新設）

３
　
事
業
の
必
要
性
の
視
点

・本路線の整備により中之島地区における歩行者等の回遊性の高め、周辺の開発計画や水辺空間
と一体となった安全で快適な歩行者専用道の必要性が高まっている。
・本路線は、重点整備路線以外のその他の路線としており、厳しい財政状況の下、周辺開発計画
等の進捗にあわせた予算確保に努め事業進捗を図る。

[効果項目]

[受益者]

[算出方法]
・定量的な分析を行うにあたり、一般的な道路整備では、走行時間短縮便益などを算出し分析す
ることが可能であるが、歩行者専用道のような定性的効果の高い事業では便益の算出が困難であ
ることから、今後、他の事業等を参考に検討を進めることとする。
[分析結果]
　　－

[効果項目]
・安全で快適な歩行者空間の確保
・アメニティ豊かな歩行者空間の形成
・中之島周辺地区の連続した歩行者系ネットワークの形成

[受益者]
・市民　・道路利用者　・地域社会　・地域経済

・本路線の整備により中之島地区における歩行者等の回遊性の高め、水辺空間と一体と
なった安全で快適な歩行者専用道の必要性が高い。

事業番号：13



①経過及び
　完了予定

②事業規模

　うち完了分

　進捗率

③総事業費

　うち既投資額

　進捗率

④事業内容の
　変更状況と
　その要因

⑤未着工
　あるいは
　事業が長期化
　している理由

⑥コスト縮減や
　代替案立案の
　可能性
（事業を進捗させる
　ための対応策）

⑦事業の実現
　見通しの評価

評価

　Ｃ

　

Ｃ

Ｃ

４
　
事
業
の
実
現
見
通
し
の
視
点

事業開始時点
（平成10年2月）

前回評価時点
（平成20年3月）

今回評価時点
（平成25年3月）

事業開始年度　平成 9年度
着工年度　　　平成 9年度
完了予定年度　平成13年度

事業開始年度　平成 9年度
着工年度　　　平成 9年度
完了予定年度　平成27年度

事業開始年度　平成 9年度
着工年度　　　平成 9年度
完了予定年度　平成33年度

用地取得必要面積　2,049㎡
整備必要面積　    4,200㎡

用地取得必要面積　2,049㎡
整備必要面積　    4,200㎡

用地取得必要面積　2,049㎡
整備必要面積    　4,200㎡

－
用地取得済面積　  2,049㎡
整備済面積　          0㎡

用地取得済面積　  2,049㎡
整備済面積　          0㎡

－
用地取得率        　100％
工事進捗率　          0％

用地取得率　        100％
工事進捗率　          0％

23億円 23億円

－ 22億円 22億円

・本路線は、既設道路に歩道を有していることから歩行者の通行空間は一定確保してい
る。今後、中之島5丁目地区の開発計画に関して、平成28年度を目途に開発関係者による
合意形成が整えば、開発事業計画等の進捗に合わせて整備を行う。

５　事業の優先度
　　の視点の評価

[重点化の考え方]
・本路線は、他事業（中之島5丁目開発計画・河川事業）と連携して水辺空間と一体と
なった安全で快適な歩行空間等の整備を進める必要があるため、それら事業計画にあわ
せ予算を確保しながら、事業進捗を図っていく路線としている。

[事業が遅れることによる影響]
・中之島周辺地区の安全で快適な歩行空間の確保や、地域の回遊性の向上が遅れる。
・歩行空間の確保による歩行者等の安全安心の享受や、水辺空間と一体化することによ
る親水性の享受が遅れる。
・既設道路には歩道を有していることから、歩行者の通行空間は一定確保している。

６　特記事項
・平成20年度の事業再評価における対応方針は「事業継続（Ｃ）」であり、現在、その方針に
沿って事業を実施している。

７　対応方針
　（原案）

「事業継続（評価Ｃ）」

・中之島周辺地区の安全で快適な歩行空間の確保や、地域の回遊性の向上など、事業の
必要性は高い。
・本事業が遅延することで、中之島周辺地区における水辺空間と一体となった安全で快
適な歩行空間の確保や、地域の回遊性の向上が遅れることになるが、既設道路には歩道
を有していることから、歩行者の通行空間は一定確保している。
・中之島5丁目地区の開発計画に関して、平成28年度を目途に関係者による合意形成が整
えば、開発事業計画等の進捗に合わせて整備を行う。

－ 96% 96%

・本事業は、中之島5丁目地区で計画されている面的な開発計画にあわせて、大阪府の河川事業と
一体となって整備する必要があるが、開発関係者による土地利用計画や開発手法等の検討や調整
に時間を要し、事業実施時期等が未確定であった。

・中之島5丁目地区においては、既存施設の活用や更新等も踏まえ、関係者によるまちづくりに関
する具体的な土地利用計画や開発手法についての検討を行っており、平成28年度の事業化を目途
に合意形成を目指している。
・今後、開発計画等の合意に向け事業化のスケジュールが示されれば、河川事業との調整を図り
面的開発にあわせて本整備を進めることとなる。

24億円


